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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
八
十
六
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
六
十
五
条
第
二
項
及
び
第
六
十
五
条
の
二
第
二
項
、
特

定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
第
七
条
第
一
項
第
五
号
並
び
に
作
業
環
境
測

定
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
令
第
二
十
号
）
第
二
十
二
条
及
び
第
三
十
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
特
定
化
学
物

質
障
害
予
防
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
性
能
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め

、
平
成
二
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

平
成
二
十
九
年
四
月
二
十
七
日

厚
生
労
働
大
臣

塩
崎

恭
久

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
性
能
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
性
能
の
一
部
改
正
）

第
一
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
規
定
に
基
づ
く
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
性
能
（
昭
和
五
十
年
労
働
省
告

示
第
七
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
号
の
表
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
酸
化
二
ア
ン
チ
モ
ン

ア
ン
チ
モ
ン
と
し
て
〇
・
一
ミ
リ
グ
ラ
ム

（
作
業
環
境
測
定
士
規
程
の
一
部
改
正
）

第
二
条

作
業
環
境
測
定
士
規
程
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
告
示
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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第
二
条
第
一
項
の
表
及
び
第
三
条
第
一
項
の
表
中
「

の
２
」
の
下
に
「
、

の
２
」
を
加
え
る
。

13

15

（
作
業
環
境
測
定
基
準
の
一
部
改
正
）

第
三
条

作
業
環
境
測
定
基
準
（
昭
和
五
十
一
年
労
働
省
告
示
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
酸
化
プ
ロ
ピ
レ
ン
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

三
酸
化
二
ア
ン
チ
モ
ン

ろ
過
捕
集
方
法

原
子
吸
光
分
析
方
法

（
作
業
環
境
評
価
基
準
の
一
部
改
正
）

第
四
条

作
業
環
境
評
価
基
準
（
昭
和
六
十
三
年
労
働
省
告
示
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
十
三
の
二
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

十
三
の
三

三
酸
化
二
ア
ン
チ
モ
ン

ア
ン
チ
モ
ン
と
し
て
〇
・
一

／
㎥

mg


